
 伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年９月３０日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４０号  

伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

第１条  伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。  

第２条に次の１号を加える。  

⑼  特定個人情報  行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」とい

う。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。  

第６条第４項第１号中「人」を「個人」に改める。  

第９条第１項中「個人情報」の次に「（特定個人情報を除く。以下この条

において同じ。）」を加え、同条の次に次の１条を加える。  

（特定個人情報の利用及び提供の制限）  

第９条の２  実施機関は、特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務の目

的以外に利用してはならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保

護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意

を得ることが困難であるときは、特定個人情報を特定個人情報を取り扱う

事務の目的以外に利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。  

３ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、特

定個人情報を他の実施機関又は実施機関以外の者に提供してはならない。  

第１３条第２項中「の法定代理人」の次に「（特定個人情報にあっては、

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）」

を、「認める者」の次に「（特定個人情報の場合を除く。）」を加え、同条第３

項中「自己情報」の次に「（特定個人情報を除く。）」を加える。  



第１５条第１項第４号、第５号イ及び第７号ただし書中「人」を「個人」

に改める。  

第１８条の見出し、第２３条及び第３１条第１項中「個人情報」を「自己

情報」に改める。  

第３２条の見出し中「個人情報の提供先等」を「自己情報の提供先」に改

め、同条中「個人情報」を「自己情報」に改める。  

第３３条第１項中「により自己情報」の次に「（特定個人情報を除く。以

下この項において同じ。）」を加え、同条第２項中「自己情報の利用の停止、

消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）の」及び「（以下「利用停

止請求」という。）」を削り、同条第３項中「利用停止請求」を「第１項の規

定による請求」に改め、同条の次に次の１条を加える。  

（特定個人情報の利用停止請求）  

第３３条の２ この条例の規定により特定個人情報の開示を受けた者は、当

該特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機

関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該

特定個人情報の利用の停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定

により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  

⑴  第６条の規定に違反して収集されたとき、第９条の２第１項及び第

２項の規定に違反して利用されているとき、番号法第２０条の規定に違

反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の

規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項

に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき  当

該特定個人情報の利用の停止又は消去  

⑵  第９条の２第３項の規定に違反して提供されているとき  当該特定

個人情報の提供の停止  

２ 第１３条第２項の規定は、前項の規定による請求について準用する。  

３ 前条第３項の規定は、第１項の規定による請求について準用する。  

第３４条中「利用停止請求が」を「前２条に係る自己情報の利用の停止、

消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）の請求（以下「利用停止

請求」という。）が」に、「個人情報の」を「自己情報の」に改める。  



第４１条第４項中「自己情報」の次に「（特定個人情報を除く。以下この

条において同じ。）」を加える。  

第４５条第１項中「第２章第１節」を「前章第１節」に改め、同条第４項

中「第２章第２節」を「前章第２節」に、「第４章」を「次章」に、  

 「 

第３３条第１項各号列記以外

の部分  

実施機関  指定実施機関  
を 

                                  」 

 「 

第３３条第１項各号列記以外

の部分及び第３３条の２第１

項各号列記以外の部分  

実施機関  指定実施機関  

に、 

                                  」 

 「 

第３３条第１項第２号  第９条  第４５条第１項において読

み替えて準用する第９条  
を 

                                  」 

 「 

第３３条第１項第２号  第９条  第４５条第１項において読

み替えて準用する第９条  
に 

第３３条の２第１項第１号  第６条  第４５条第１項において読

み替えて準用する第６条  

                                  」 

改め、同条第５項中「第２章第２節」を「前章第２節」に、「第４章」を

「次章」に改める。  

第２条  伊勢崎市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。  

第２条に次の１号を加える。  

⑽  情報提供等記録  番号法第２３条第１項及び第２項の規定により記

録された特定個人情報をいう。  



第９条の２第２項中「、特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を除

く。）」を加える。  

第２１条第１項及び第３１条第１項中「自己情報」の次に「（情報提供等

記録を除く。）」を加える。  

第３２条中「基づく自己情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」を加

え、同条の次に次の１条を加える。  

（情報提供等記録の提供先への通知）  

第３２条の２ 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施

をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第

１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る情報

提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。）

に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。  

第３３条の２第１項中「により特定個人情報」の次に「（情報提供等記録

を除く。以下この項において同じ。）」を加える。  

第４５条第４項中  

 「 

第３２条  訂正の実施をした  訂正を指定管理者に行わせた  を 

                                  」 

 「 

第 ３ ２ 条 及 び 第

３２条の２  

訂正の実施をした  訂正を指定管理者に行わせた  
に 

                                  」 

改める。  

附 則 

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市職員の再任用に関する条例及び伊勢崎市職員退職手当支給条例の一



部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年９月３０日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４１号  

伊勢崎市職員の再任用に関する条例及び伊勢崎市職員退職手当支給条例

の一部を改正する条例  

 （伊勢崎市職員の再任用に関する条例の一部改正）  

第１条  伊勢崎市職員の再任用に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第２６

号）の一部を次のように改正する。  

附則第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）附

則第１８条の２第１項第１号」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）附則第７条の３第１項第４号」に改める。  

 （伊勢崎市職員退職手当支給条例の一部改正）  

第２条  伊勢崎市職員退職手当支給条例（平成１７年伊勢崎市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。  

  第３条第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

第８４条第２項」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７

条第２項」に改める。  

附則第１２項中「第６３条第２項」を「第５０条の１０第２項」に改める。  

附 則 

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。ただし、第２条中伊勢崎

市職員退職手当支給条例附則第１２項の改正規定は、公布の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年９月３０日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   



 

伊勢崎市条例第４２号  

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例  

第１条  伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第８０号）の一部を次

のように改正する。  

別表第１中３２の項を３３の項とし、１３の項から３１の項までを１項ず

つ繰り下げ、１２の項の次に次のように加える。  

１３  行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第７条第１項の通知カードの再交

付 

１枚につき５００円  

第２条  伊勢崎市手数料条例の一部を次のように改正する。  

別表第１中１２の項を削り、１３の項を１２の項とし、同項の次に次のよ

うに加える。  

１３  行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第１７条第８項

の個人番号カードの再交付  

１枚につき８００円  

附 則 

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は平成

２８年１月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市斎場条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年９月３０日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４３号  

伊勢崎市斎場条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市斎場条例（平成１７年伊勢崎市条例第１１０号）の一部を次のよう



に改正する。  

 別表伊勢崎市いせさき聖苑の表待合室の項中「第１洋室」を「第１待合室」

に、「第２和室」を「第２待合室」に、「第３和室」を「第３待合室」に、「第

４和室」を「第４待合室」に、「第５和室」を「第５待合室」に、「第６洋室」

を「第６待合室」に改める。  

   附 則 

 この条例は、平成２７年１１月６日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市障害者就労・自立支援施設条例をここに公布する。  

  平成２７年９月３０日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４４号  

伊勢崎市障害者就労・自立支援施設条例  

（設置）  

第１条  障害者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第１項に規定

する障害者及び同条第２項に規定する障害児をいう。以下同じ。）が、生産

活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練等の支援並びに自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う

ことにより、障害者の自立及び福祉の増進を図ることを目的として、障害者

就労・自立支援施設を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条  障害者就労・自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 伊勢崎市障害者就労・自立支援施設  

位置 伊勢崎市西久保町一丁目５０番地１  

（事業）  



第３条  伊勢崎市障害者就労・自立支援施設（以下「支援施設」という。）は、

次に掲げる事業を行う。  

⑴ 法第５条第１２項に規定する自立訓練（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９

号。以下「省令」という。）第６条の７第２号に規定する自立訓練（生活

訓練）に限る。）に関する事業  

⑵ 法第５条第１３項に規定する就労移行支援に関する事業  

⑶ 法第５条第１４項に規定する就労継続支援（省令第６条の１０第２号に

規定する就労継続支援Ｂ型に限る。）に関する事業  

（指定管理者による管理）  

第４条  支援施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２

条に規定する社会福祉法人のうちから市長が指定管理者にこれを行わせるも

のとする。  

２ 前項の指定管理者は、支援施設の管理の業務を行うに当たっては、関係法

令、条例及びこの条例を遵守するとともに、支援施設の設置目的に従い最も

効果的な管理運営に努め、支援施設を利用する障害者に対し良質なサービス

を提供しなければならない。  

（指定管理者の指定の手続等）  

第５条  前条の指定管理者を指定する手続等については、伊勢崎市公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第５８

号）の規定による。  

（指定管理者が行う業務）  

第６条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

⑴ 第３条各号に掲げる事業に関する業務  

⑵  支援施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に

関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、支援施設の管理に関し市長が必要と認める

業務 

（指定管理者の管理の期間）  



第７条  指定管理者が支援施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４月１日である場合は、当

該日）から起算して５年の間とする。ただし、再指定を妨げない。  

（開所時間）  

第８条  支援施設の開所時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとす

る。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、

これを変更することができる。  

（休所日）  

第９条  支援施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者

は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休

所することができる。  

⑴ 日曜日及び土曜日  

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

⑶ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）  

（事業の利用者）  

第１０条  第３条各号に掲げる事業を利用できる者（以下「利用者」という。）

は、次に掲げるものとする。  

⑴ 法第２２条第８項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者  

⑵ 法第２０条第１項の申請をした者で、法第１９条第１項の支給決定を受

けるまでの間に支援施設を利用することについて、緊急その他やむを得な

い理由を有すると市長が認めたもの  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者  

（入館の制限）  

第１１条  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支援施

設への入館を拒否し、又は支援施設からの退館を命ずることができる。  

⑴ 他人に迷惑を及ぼし、又は危険を及ぼすおそれがある者  

⑵ その他指定管理者が管理上支障があると認める者  

（使用料）  

第１２条  利用者は、第３条各号に掲げる事業の提供を受けたときは、次に定

める使用料を納付しなければならない。  



 ⑴ 第１０条第１号に規定する者  法第２９条第３項第１号に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額  

 ⑵ 第１０条第２号及び第３号に規定する者  前号の規定により算定した額

に相当する額  

２ 前項の場合において、法第２９条の規定による訓練等給付費又は法第３０

条の規定による特例訓練等給付費が支給されるときは、同項の規定による使

用料の額から当該訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額を控除した額を納

付するものとする。  

（損害賠償の義務）  

第１３条  利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、

利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

（委任）  

第１４条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年７月１日から施行する。  

（伊勢崎市地域ふくし館うえはす条例の廃止）  

２ 伊勢崎市地域ふくし館うえはす条例（平成１７年伊勢崎市条例第１４２号）

は、廃止する。  

（準備行為）  

３ 第５条の規定による指定管理者の指定の手続等の準備行為については、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。  

（管理の期間の特例）  

４ 第７条の規定による支援施設に係る最初の指定管理者の管理の期間は、同

条の規定にかかわらず、平成２８年７月１日から平成３３年３月３１日まで

とする。  


